
１１  地地方方分分権権改改革革のの推推進進ににつついいてて  

 

地方分権改革は、地方自らの判断と責任による自主的・自立的行

政運営を促進し、個性豊かで活力のある地域社会を実現するために

不可欠である。 

また、地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服するため、

国を挙げて「地方創生」に取り組む中、地方分権改革はその基盤と

なるものであり、極めて重要なテーマであることから、着実に推進

していくことが必要である。 

政府は、これまで、国と地方の協議の場に関する法律や累次の一

括法、「提案募集方式」などにより地方分権改革を進めてきた。しか

し、国から地方への事務・権限の移譲は地方が求めてきたものの一

部しか実現しておらず、義務付け・枠付けの見直しに際しても「従

うべき基準」が多用されてきた。また、「提案募集方式」についても

実現に至らなかった地方の提案が相当数あるなど、その取組は十分

とは言えない。 

政府においては、国と地方の役割分担を明確にし、地方の自主性

及び自立性を高めるという地方分権改革の原点に立ち、「地方分権改

革の総括と展望」において改革の使命とされている「個性を活かし

自立した地方をつくる」を実現するために、国から地方への事務・

権限の移譲や税源移譲の実現等の更なる改革の具体化に向け、強い

リーダーシップの下、迅速かつ全力を挙げて取り組むべきである。 

我が国の景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復

している。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響など、海外景気

の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。 

また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等

の影響に十分注意する必要がある。加えて、令和６年能登半島地震

の経済に与える影響に十分留意する必要がある。 

さらに、地方財政は、人口減少による地域経済の停滞や社会保障
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きる限り地方に委ね、地域のことは地域に住む住民が責任を持って

決められるようにするという観点から、これまでに移譲した事務・

権限にとどまらず、地方が強く求めてきたハローワークのほか、未

だ国の関与が残されている農地転用に係る事務・権限などの移譲に

ついても、地方の意見を十分に踏まえ、積極的に取り組むこと。 

事務・権限の移譲に当たっては、税財源を一体的に移譲し、新た

に担う役割に見合う財源を、全ての地方自治体が確保できるように

すること。なお、税財源の移譲が実現するまでの間は、移譲される

事務・権限に係る事業の実施に要する財源総額を、法律に基づく交

付金により確実に措置すること。 

また、人員の移管を伴う場合には、地方が必要とする人材の確保

が可能となるよう、主体的に選考できる仕組みなどについて、地方

と十分に協議を行うこと。 

 

３３  義義務務付付けけ・・枠枠付付けけ等等のの見見直直しし  

地方自治体の自由度を拡大し、地方の創意工夫を活かした住民本

位の施策を推進できるようにするため、地方の裁量を許さない「従

うべき基準」は真に必要なものに限定し、新たな設定は原則行わな

いこと。 

既に設定された「従うべき基準」については、三次にわたる一括

法の附則の規定を踏まえ、廃止又は参酌すべき基準とするよう速や

かに見直すこと。 

また、今後の新たな義務付け・枠付けを必要最小限にするため、

国会に常設の委員会として「地方分権推進委員会」あるいは調査会

等を設け、国会に提出される地方分権にかかわる議案については、

そうした委員会等が必ず調査・審議するなど、立法プロセスに地方

自治体が適切に関与し、国会において地方の意見を確実に反映させ

る仕組みを確立すること。 

  

関係費等の増加など、引き続き厳しい状況にあることから、物価高

騰対策やこども・子育て政策の強化はもとより、地域社会のデジタ

ル化や脱炭素社会の推進、消防・防災力の一層の強化等の行政課題

への対応など、持続可能で安定的な財政運営ができる地方税財政制

度を早急に構築することが不可欠である。 

したがって、政府は真の地方分権型社会の実現と、それにふさわ

しい地方税財政制度の構築のため、次の事項について特段の措置を

講じられたい。 

 

ⅠⅠ  真真のの地地方方分分権権型型社社会会のの実実現現  

１１  国国とと地地方方のの役役割割分分担担のの適適正正化化  

デフレからの完全脱却や人口減少問題はもとより、不安定で脆弱

なサプライチェーンや世界規模でのエネルギー・食料危機、気候変

動問題、感染症対策、相次ぐ災害への対応、持続可能な社会保障制

度の構築をはじめとする我が国の諸課題の解決に向けて、国と地方

は、適切な役割分担の下、協力・連携して取り組む必要性がある。

加えて、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組の推進が求

められており、国・地方を通じた課題として受け止められる中、地

域の多様性の維持・発展が一層重要となっている。 

国と地方の役割分担については、地域の実情に応じた施策を迅速

かつ確実に展開できるよう、地方の権限と裁量の拡大を進め、地方

の自由度を高めるための不断の見直しが必要であり、国と地方にお

ける意見交換の場等を活用して課題を洗い出し、国・地方が担うべ

き役割や見合った権限の議論など、早急に役割分担の見直しに着手

すること。その上で国・地方がそれぞれ責任を果たすことができる

よう財源を確保すること。 

  

２２  事事務務・・権権限限のの移移譲譲    

国の役割は外交・安全保障などに特化し、住民に身近な行政はで
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に調整の対象とする提案」として、各検討区分に整理する時点で検

討対象外等として扱われている提案が一定数存在する。その中には、

直近の社会情勢を踏まえた提案であっても過去と同内容の提案であ

り新たな支障が認められないとされてしまうものや、将来予想され

る支障を防止するための提案について現時点における具体的な支障

事例を求められるものがある。 

こうしたことから、「提案募集方式」への対応に当たっては、制度

導入の趣旨を踏まえ、地方の支障の根本的な解決を図り、より一層

の成果が得られるよう検討すること。 

併せて、過去に実現できなかった提案のうち、地方から再提案が

あったものについては、改めてその実現に向けて積極的に取り組む

こと。加えて、地方がより活用しやすい制度となるよう、一律に具

体的な支障事例を求めないことや、税財源に関する提案も対象とす

ることなど、地方の意見を取り入れ、制度の見直しを行うこと。 

検討の結果、提案内容を実現できなかった場合は、提案主体の納

得が得られるよう、地方に委ねることによる支障など国が立証・説

明責任を果たすこと。 

これまでの対応方針に掲載された事項については、全ての進捗状

況を適宜確認し、地方と情報共有を図るとともに、「検討」するとさ

れている提案についても、政府全体として適切な進行管理及びフォ

ローアップを行うこと。併せて、提案どおりの対応になっていない

ものについては、支障の解消につながっているのか提案団体の意見

を踏まえた検証をしていくこと。 

地方分権一括法により措置される事項等については、地方が条例

制定等の必要な対応を支障なく行えるよう、速やかに政省令を整備

すること。 

なお、「提案募集方式」に基づく取組とともに、国自らも、地方の

意見を踏まえ、国と地方の役割分担を適正化する観点から、大幅な

事務・権限の移譲及び規制緩和に取り組むこと。  

４４  計計画画策策定定等等のの見見直直しし  

本来、地方公共団体における計画等の策定は、地域の課題や現状

を踏まえ、地域全体で主体的な取組を進めるために活用すべきもの

である。しかし、依然として計画等の策定を新たに義務付ける法令

の規定が創設されているほか、努力義務規定や「できる」規定であっ

ても国庫補助金等の交付や地方債発行等の要件として計画等の策定

が求められているなど実質的に義務化されている。令和５年３月３

１日に「効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイ

ド」（以下、「ナビゲーション・ガイド」という。）が閣議決定され、

各府省庁に対し、効率的・効果的な計画行政の進め方を示すなど、

継続的な見直しに向けた環境整備が着実に進められていることを評

価する。各府省庁においては、ナビゲーション・ガイド及び「経済

財政運営と改革の基本方針 2024」に基づき、地方の意見を十分に反

映しつつ、政策立案や法案作成の都度、遵守状況を内閣府に報告す

るなど、ナビゲーション・ガイドが実効性を持つように運用すると

ともに、内容の重複や必要性の低下が見られる計画の統廃合など、

計画等の策定による地方負担の軽減に資する具体的な取組を進める

こと。 

今後、計画等の負担が増大することがないよう、内閣提出法案の

みならず議員立法も含め、新たに計画等の策定を求める法令の制定

や通知の発出等は原則として行わないこととし、法令上の措置につ

いては、事前のチェックを行うこと。 

 

５５  「「提提案案募募集集方方式式」」にによよるる改改革革のの推推進進  

政府は「提案募集方式」について、地方からの提案のうち、実現・

対応するものが例年、９割程度であるとしている。 

しかし、実現・対応となった提案の中には、「検討」するとされた

ものや提案どおりの対応になっていないものも含まれている。 

また、「提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等
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５５  「「提提案案募募集集方方式式」」にによよるる改改革革のの推推進進  

政府は「提案募集方式」について、地方からの提案のうち、実現・
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特に、地方の行財政の運営に影響の大きい施策については、地方

自治法に定められている事前情報提供制度等の趣旨を十分に踏まえ、

地方への迅速な情報提供を行うとともに、早期に地方と協議を行う

こと。 

併せて、議員立法については、地方への事前情報提供制度がない

ことから、両院の法制局で起草される段階で地方側に情報提供し、

地方から意見を提出できる仕組みを設けること。 

また、協議に際しては、事前の検討期間を十分設けるほか、全て

を本会議で協議するのではなく、「地方税財政分科会（仮称）」や「社

会保障分科会（仮称）」など分野別の分科会を設置するなど、実効性

のあるものとし、形式的な運用は断じて行わないこと。 

 

８８  地地方方自自治治法法のの抜抜本本改改正正  

現行の地方自治法をはじめとする地方自治制度は、地方自治体の

組織・運営の細目に至るまで規定し、事実上、国が地方行政を統制

する仕組みとなっていることから、地方自治体の裁量権を広範に保

障するため、地方の意見を十分に踏まえ、早急に地方自治法の抜本

改正などを行うこと。 

例えば、条例公布時の長の署名は自署に限られ、電子署名は認め

られていないが、災害時など登庁が困難な場合であっても、場所を

選ばず条例公布手続を可能とすることにより、条例が公布できない

ことによる住民生活への影響を回避し、また、デジタル社会の実現

に向けて、電子署名による方法を可能とする法改正を早急に行うこ

と。 

なお、令和６年６月 19日に改正された地方自治法において創設さ

れた、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の指示権に

ついては、事前に関係地方公共団体等との間で十分に必要な協議・

調整等を行い、現場の実情を適切に踏まえた措置となるようにする

こと。また、発動は目的を達成するために必要最小限度のものとし、

 

６６  国国にによよるる規規制制改改革革のの推推進進  

地方創生の取組を具現化し、力強い潮流をつくっていくために、

地方分権改革の推進と併せて、地域の実情を考慮した規制改革を進

めること。 

この場合において、規制改革実施計画の着実な実施を図ることは

もちろん、規制改革ホットラインに寄せられた要望の実現に向け積

極的に検討するとともに、国家戦略特区や構造改革特区において、

地方からの提案を最大限実現する方向で取り組むなど、大胆な規制

改革を講じること。 

また、国家戦略特区の成果の全国展開を着実に推進するとともに、

全国的に要望の多い規制改革事項については、特区に限ることなく

直ちに全国的な規制改革を実施すること。 

なお、国が検討を進めている地方における規制改革については、

これまで着々と進められてきた地方分権改革の成果を否定すること

のないよう、議論を行うこと。 

 

７７  国国のの政政策策決決定定へへのの地地方方のの参参画画  

現在、地域医療の確保や新型コロナウイルス感染症対策、経済対

策などについては、機動的な対応に課題を残すものの国と地方で度

重ねて協議・意見交換を行い、現場のニーズを踏まえた政策決定が

行われるなど、国と地方のパートナーシップが強化され、共に対策

を講じてきたところである。今後も国・地方に共通する様々な議題

に関しては、互いに協力して政策課題に対応していくことが重要で

ある。 

このことを踏まえ、「国と地方の協議の場」においては、真に国と

地方が対等・協力の関係の下、協議の対象を幅広く捉え、国は自ら、

政策の企画・立案段階から積極的に地方と協議し、地方の意見を十

分に反映させること。 
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ⅡⅡ  真真のの地地方方分分権権型型社社会会ににふふささわわししいい地地方方税税財財政政制制度度のの構構築築  

１１    原原油油価価格格・・物物価価高高騰騰等等をを踏踏ままええたた地地方方のの安安定定的的なな財財政政運運営営にに  

向向けけたた支支援援  

現下の物価高から地域の生活・経済を守るため、今後の経済状況

等も踏まえ、引き続き必要な対策を適時的確に講じること。 

今後、更なる追加対策を講じるに当たっては、都道府県単位での

対応には限界があることから、国民生活や社会経済活動に不可欠な

社会基盤である電力やガスなどエネルギー価格等の安定に向けて、

地方公共団体間で対策の内容に格差が生じないよう、国の責任にお

いて全国一律の対策を直接講じること。 

国の対策を補完し地域の実情に応じた対策については適切な財源

措置を講じるとともに、財源措置を臨時交付金で講ずる場合には、

財政力指数による補正を行うことなく、地域の実情に応じた財政需

要も十分に反映した上で、全ての地方自治体が必要とする額を国に

おいて速やかに確保・配分すること。また、その活用については、

地方が自らの判断と責任において地域の実情に応じた施策を実施で

きるよう、国が定めたやり方を実質的に強いるようなことはせず、

地方の裁量を尊重すること。その上で、診療・介護報酬改定などと

の整合性を踏まえ、適切な情報提供を行うこと。 

さらに、都道府県が地域の実情に応じて実施する事業が幅広く対

象となるよう制度の見直しを行うとともに、年度を超えて切れ目な

く柔軟な執行が可能となるよう、事故繰越を含めた繰越要件や基金

積立要件の弾力化など、機動的な運用や手続きの簡素化などを図る

こと。 

併せて、行政需要の増を地方財政計画に的確に反映し、既定の加

算とは別枠での地方交付税の増額や、臨時交付金の継続などにより、

全ての地方自治体に対して確実かつ十分な支援を行うこと。 

 

地方自治の本旨に反し安易に行使されることがないよう、衆・参両

院の総務委員会の附帯決議を十分に踏まえた制度運用とすること。 

 

９９  地地方方公公務務員員法法のの改改正正  

地方公共団体は、地域間競争が激化する中、海外企業との交渉や

企業誘致、ＤＸの普及推進など、これまでの業務の枠を超えた政策

課題に的確に取り組むとともに、子育て家庭の多くが共働きである

状況や新型コロナウイルス感染症への対応を契機として広まったテ

レワークや在宅勤務等、多様な働き方を求める社会全体の変化に即

応しながら、高度な専門知識や経験を備えた人材を確保することが

求められている。 

また、人口は減少傾向にあり、当面は生産年齢人口の減少が見込

まれているため、労働力の確保が懸念されている。 

地方公務員の業務内容や勤務環境が大きく変化するとともに、定

年延長や社会がジョブ型雇用に移行する中で、優れた人材を確保し

ていくためには、各地方公共団体が実情に合わせ、給与や勤務時間

等を柔軟かつ迅速に設定することができる制度の確立が必要である。 

一方で、支給できる手当については地方自治法に限定列挙されて

いるなど、法令によって一定の制約がある。 

また、勤務時間等についても、民間企業並みに柔軟な設定は認め

られていない。 

こうしたことから、地方公務員の給与及び勤務時間等の勤務条件

について、多様な人材の確保や柔軟な働き方への対応を可能とする

ため、地方公共団体の裁量をより広範に認めるよう、地方公務員法

等関連法令の改正などを行うこと。 

特に、喫緊の課題として、ＤＸなど専門的知識・経験を有する人

材の確保や、副業・兼業がしやすい環境づくり、部分休業の対象拡

大など子育てと仕事の両立支援をより一層進めるよう、法改正など

を講じること。 
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３３  地地方方創創生生にに必必要要なな財財源源のの確確保保  

地方創生は、地域が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服す

ることを目的としているが、人口減少は構造的な課題であり、解決

には長期間を要することから、地域の実情に応じて息の長い取組を

実施していくことが必要不可欠である。 

「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においては、デジタルの

力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利

で快適に暮らせる社会」の実現を目指すとされており、昨年 12月に

は、2023改訂版が閣議決定された。 

しかし、地方創生にとって「デジタル」は有効なツールであるが、

あくまでも一つの手段であり、これまで地方が進めてきた「まち・

ひと・しごと」をはじめとした地方創生の課題解決の取組が無駄に

なることがないよう、デジタルのみにとらわれない包括的な支援が

必要である。 

「デジタル田園都市国家構想交付金」については、令和５年度補

正予算で 735 億円、令和６年度当初予算で 1,000 億円が確保され、

令和６年度地方財政計画において、「デジタル田園都市国家構想事業

費」も引き続き 1.25兆円が確保されたが、地方創生のさらなる深化

に向け、「デジタル田園都市国家構想交付金」をはじめとする地方創

生関連予算や地域の実情を踏まえた地方自治体の主体的な取組に対

する支援について、拡充・継続すること。 

 併せて、交付金の要件緩和や交付対象の拡大等の運用の弾力化を

図るなど、地方における取組を強力に支援すること。 

「デジタル田園都市国家構想交付金」における地方創生拠点整備

タイプについては、令和５年度補正予算で前年度より 100 億円減額

の 300億円が確保され、令和６年度当初予算で、前年度から 20億円

減額の 50億円が確保されたが、当初予算分については予算額が少な

く、活用の要件も厳しいことから、引き続き金額の増額や要件緩和

さらに、円滑な価格転嫁に向けた環境整備、物価の上昇に見合っ

た賃上げのためのインセンティブ付与、賃上げの原資を持続的に確

保するための労働生産性向上への支援を引き続き行うこと。 

新型コロナウイルス感染症に係る公費支援について、制度終了後

に請求されるものについても国の責任において確実に予算措置を講

じること。 

改正感染症法の規定により、都道府県と医療機関等の間で、病床、

発熱外来、自宅療養者等(高齢者施設等の入所者を含む)への医療の

確保等に関する協定を締結する仕組みが法定化されたが、引き続き

協定締結に係る医療機関の費用負担に対する支援を図るとともに、

地方公共団体の感染症対策のための財政措置を講じること。 

なお、飲食店向け協力金については、現在も、交付要件を満たし

ていないことが判明した事業者に対しては返還請求を行っており、

将来にわたる債権管理等の関係事務に要する費用や、回収不可能と

なった協力金については、国の責任において財政措置を講じること。 

 

２２  分分権権型型社社会会ににふふささわわししいい税税財財源源のの充充実実強強化化ののたためめのの抜抜本本的的  

改改革革  

現状では、地方と国の歳出比率が６対４であるのに対し、税源配

分は４対６であり、事務に見合う税源が地方に配分されていないこ

とから、地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充実強

化を図る必要がある。 

地方が真に自立した安定的な財政運営を可能とするため、税源の

偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を図りつつ、国

から地方への税源移譲を速やかに進めるなど、地方が自由に使える

財源の拡充につながる地方税財政制度の抜本的改革を行うこと。 

なお、地方税財源の充実が図られるまでの間にあっても、全ての

地方自治体の財政運営に支障が生じないよう、地方一般財源総額を

安定的に確保すること。 
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３３  地地方方創創生生にに必必要要なな財財源源のの確確保保  

地方創生は、地域が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服す

ることを目的としているが、人口減少は構造的な課題であり、解決

には長期間を要することから、地域の実情に応じて息の長い取組を

実施していくことが必要不可欠である。 

「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においては、デジタルの

力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利

で快適に暮らせる社会」の実現を目指すとされており、昨年 12月に

は、2023改訂版が閣議決定された。 

しかし、地方創生にとって「デジタル」は有効なツールであるが、

あくまでも一つの手段であり、これまで地方が進めてきた「まち・

ひと・しごと」をはじめとした地方創生の課題解決の取組が無駄に

なることがないよう、デジタルのみにとらわれない包括的な支援が

必要である。 

「デジタル田園都市国家構想交付金」については、令和５年度補

正予算で 735 億円、令和６年度当初予算で 1,000 億円が確保され、

令和６年度地方財政計画において、「デジタル田園都市国家構想事業

費」も引き続き 1.25兆円が確保されたが、地方創生のさらなる深化

に向け、「デジタル田園都市国家構想交付金」をはじめとする地方創

生関連予算や地域の実情を踏まえた地方自治体の主体的な取組に対

する支援について、拡充・継続すること。 

 併せて、交付金の要件緩和や交付対象の拡大等の運用の弾力化を

図るなど、地方における取組を強力に支援すること。 

「デジタル田園都市国家構想交付金」における地方創生拠点整備

タイプについては、令和５年度補正予算で前年度より 100 億円減額

の 300億円が確保され、令和６年度当初予算で、前年度から 20億円

減額の 50億円が確保されたが、当初予算分については予算額が少な

く、活用の要件も厳しいことから、引き続き金額の増額や要件緩和

さらに、円滑な価格転嫁に向けた環境整備、物価の上昇に見合っ

た賃上げのためのインセンティブ付与、賃上げの原資を持続的に確

保するための労働生産性向上への支援を引き続き行うこと。 

新型コロナウイルス感染症に係る公費支援について、制度終了後

に請求されるものについても国の責任において確実に予算措置を講

じること。 

改正感染症法の規定により、都道府県と医療機関等の間で、病床、

発熱外来、自宅療養者等(高齢者施設等の入所者を含む)への医療の

確保等に関する協定を締結する仕組みが法定化されたが、引き続き

協定締結に係る医療機関の費用負担に対する支援を図るとともに、

地方公共団体の感染症対策のための財政措置を講じること。 

なお、飲食店向け協力金については、現在も、交付要件を満たし

ていないことが判明した事業者に対しては返還請求を行っており、

将来にわたる債権管理等の関係事務に要する費用や、回収不可能と

なった協力金については、国の責任において財政措置を講じること。 

 

２２  分分権権型型社社会会ににふふささわわししいい税税財財源源のの充充実実強強化化ののたためめのの抜抜本本的的  

改改革革  

現状では、地方と国の歳出比率が６対４であるのに対し、税源配

分は４対６であり、事務に見合う税源が地方に配分されていないこ

とから、地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充実強

化を図る必要がある。 

地方が真に自立した安定的な財政運営を可能とするため、税源の

偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を図りつつ、国

から地方への税源移譲を速やかに進めるなど、地方が自由に使える

財源の拡充につながる地方税財政制度の抜本的改革を行うこと。 

なお、地方税財源の充実が図られるまでの間にあっても、全ての

地方自治体の財政運営に支障が生じないよう、地方一般財源総額を

安定的に確保すること。 
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ども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又はこども

一人当たりで見た国の予算の倍増を目指すこととしており、基本理

念として、「全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する」とし

ていることから、こども・子育て施策に地域間格差が生じることが

ないよう、国において必要な財源措置を講じること。 

こども・子育て支援施策は、国が全国一律で行う施策と、地方が

その実情に応じてきめ細かに行う地方単独事業が組み合わさること

で、効果的なものとなるため、国が全国一律で行う施策については、

その充実に伴い生じる地方の財政負担に対し、国の責任と財源にお

いて確実に措置するとともに、地方がその実情に応じてきめ細かに

行うサービスの提供や施設整備などについては、地方自治体の創意

工夫が生かせるよう、全ての自治体に対し地方財源を確実に措置す

ること。 

学校給食費の無償化については、令和５年 12月に策定された「こ

ども未来戦略」において、「小中学校の給食実施状況の違いや法制面

等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討する」とされ

ている。令和６年６月に、学校給食に関する実態調査の結果につい

ては公表されたところであるが、課題整理や具体的方策については

示されていない。子供たちの健全な成長を支える学校給食費の無償

化を国全体として負担の在り方を抜本的に整理した上で、国の責任

で財源を含め具体的な施策を示し早期に実現すること。 

また、全てのこどもたちの学校選択が保護者等の所得により左右

されないよう、高等学校及び高等教育の授業料の無償化を国の責任

と財源において実現すること。その際、都市部における教育費の高

さなど、地域の実態を踏まえた仕組みとすること。  

加えて、東日本大震災を起因とした経済的理由により、授業料の

納付が困難等の事情を抱える被災児童生徒等に対する就学支援につ

いては、「第２期復興・創生期間」においても、引き続き国の責任に

おいて十分な財源を確保すること。 

など、更なる弾力的な取扱いを行うこと。加えて、地方の施設整備

事業の需要に対し、円滑かつ安定的に応えるため、引き続き要件の

緩和など地方の実情を踏まえた更なる弾力的な取扱いを行うこと。

同交付金のデジタル実装タイプにおいては、コンソーシアム等推進

体制の確立や実装が要件となっているなど、対象事業が限られてく

ることから、要件の緩和を行うなど、地方が柔軟に活用できる制度

とすること。 

また、令和５年度地方財政計画において、「地域デジタル社会推進

費」は、令和７年度まで延長等されたが、地方においてデジタル化

の推進が着実に行えるよう、引き続き、更なる拡充を含め、必要な

措置を検討し、講じていくこと。 

令和６年度地方財政計画においては、「地域社会再生事業費」が引

き続き 0.4兆円確保されたが、関東地方知事会構成都県の多くでは、

生産年齢人口の減少や高齢化の進展等を背景に人材不足の一層の深

刻化が予想されることから、各地方自治体の人づくりの取組に対し、

国としても十分な支援を講じること。 

 

４４  社社会会保保障障関関係係費費にに係係るる安安定定財財源源のの確確保保等等  

少子高齢化の更なる進行に伴い、社会保障関係費は今後も増大す

ることが見込まれる中、令和元年 10 月に消費税率の 10％への引上

げが行われたが、増収分は全て社会保障の充実・安定化に向けると

いう原則をはじめ、地方が社会保障分野において担っている役割や、

地方単独事業の重要性を十分に踏まえた上で、地方への安定した財

源配分を確実に行うこと。 

特に、幼児教育及び高等教育の無償化に係る令和２年度以降の地

方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総

額を増額確保することとしているが、一般財源総額の同水準ルール

の外枠で歳出に全額計上し、必要な財源を確実に確保すること。 

国においては、次元の異なる少子化対策を実施することとし、こ
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